
　　令和7年度　随意契約一覧表

№ 担当課 契約内容 種別 契約の相手方 契約締結日 契約金額(税抜き)

1 医療福祉政策課 はあもにぃはうすエレベーター機能維持工事 工事
日本オーチス・エレベーター(株)中国

支店
令和7年5月26日 1,480,000

2 医療福祉政策課 権利擁護センター運営事業 業務
社会福祉法人

邑南町社会福祉協議会
令和7年4月1日 2,397,273

3 医療福祉政策課 生活困窮者家計改善支援事業 業務
社会福祉法人

邑南町社会福祉協議会
令和7年4月1日 2,727,273

4 医療福祉政策課 生活困窮者自立相談支援事業 業務
社会福祉法人

邑南町社会福祉協議会
令和7年4月1日 6,733,637

5 医療福祉政策課 生活困窮者就労準備支援事業 業務
社会福祉法人

邑南町社会福祉協議会
令和7年4月1日 4,476,364

6 医療福祉政策課 邑南町食の自立支援事業委託業務 業務
社会福祉法人

邑南町社会福祉協議会
令和7年4月1日 14,341,000

7 医療福祉政策課 邑南町生活支援コーディネーター及び協議体運営業務 業務
社会福祉法人

邑南町社会福祉協議会
令和7年4月1日 16,555,000

8 医療福祉政策課 邑南町生活支援ハウス運営事業委託業務 業務
社会福祉法人

邑南町社会福祉協議会
令和7年4月1日 8,773,000

9 医療福祉政策課 邑南町地域活動支援センター事業 業務
社会福祉法人

おおなん福祉会
令和7年4月1日 5,411,000

10 医療福祉政策課 邑南町地域保健福祉計画改定業務 業務 （一財）小さな拠点ネットワーク 令和7年5月30日 2,559,000

11 医療福祉政策課 邑南町特別保育事業運営業務 業務 社会福祉法人　瑞穂福祉会 令和7年4月1日 8,004,000

12 医療福祉政策課 自治体国際協力促進事業(モデル事業)の委託契約 業務 （一社）コミュニティパートナーズ 令和7年7月1日 2,100,000

13 医療福祉政策課 邑南町特別保育事業運営委託業務 業務
社会福祉法人

石見さくら会
令和7年4月1日 19,549,000

14 医療福祉政策課 邑南町特別保育事業運営委託業務 業務 邑智郡公立邑智病院 令和7年4月1日 8,174,000

15 医療福祉政策課 邑南町特別保育事業運営委託業務 業務 医療法人　徳佑会 令和7年4月1日 5,268,000

16 医療福祉政策課 邑南町通所型介護予防事業運営業務 業務
社会福祉法人

邑南町社会福祉協議会
令和7年4月1日 9,968,000

提要条項 随契理由

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

当該エレベーターは見積者により製作されたものであり、構造および制御システムに関する専門的知識を有している。また、当該機器

の状態や特性についても十分に把握していることから、的確かつ安全な対応が見積者以外では困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、権利擁護センターとしての相談体制および成年後見制度に関する支援機能を備え、司法関係者や学識経験者等との専門的

ネットワークを活用して実施する必要がある。見積者はこれらの機能および体制を有する町内唯一の団体であり、適切かつ継続的に履

行できる唯一の実施主体であることから、他の事業者による履行は困難なため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、自立相談支援事業と一体的に実施する必要があり、見積者は同事業を受託し、日常生活自立支援事業や後見業務の実績を有

するなど、金銭管理に関する専門的知識および経験を有している。このため、見積者以外による履行は困難なため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、生活全般に関する相談支援および地域福祉の推進を継続的に実施する必要があり、見積者はこれらの実績を有する町内唯一

の団体である。継続的かつ効果的な実施が可能であることから、見積者以外による履行は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、自立相談支援事業と密接に関連し、一体的な実施が必要である。見積者は同事業を受託し、就労支援の実績を有しているこ

とから、継続性および一体性を確保した適切な履行が可能であり、見積者以外による対応は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務は、地域の関係機関および住民との連携のもと、利用者の状況に応じた柔軟かつ継続的な支援を行う必要がある。見積者は長年

にわたり地域に根差した活動を展開しており、町内の関係機関および地域住民との密接な連携関係を有するとともに、地域の実情に関

する十分な知見を有している。このため、利用者の状況に応じた適切かつ柔軟な対応が可能であり、見積者以外による履行は困難であ

るため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、生活支援コーディネーターとして高齢者の生活支援および介護予防サービス体制の整備を推進するため、地域資源の開発、

ネットワークの構築ならびにニーズと取組のマッチング等の専門的かつ総合的な調整業務を行う必要がある。見積者は高齢者福祉およ

び地域福祉に関する実績を有し、地域ごとに福祉活動専門員を配置するとともに、地区社会福祉協議会等を通じて地域課題および地域

資源に関する情報に精通している。このため、本業務を適切な履行は見積者以外には困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務は、安心センターはすみの管理運営に関するものであり、現在、同施設の指定管理者として見積者が管理を行っている。施設運

営と一体的に業務を実施することにより、連携の円滑化および事務の効率化が図られることから、見積者に一体的に実施させることが

著しく有利であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

本業務は、邑南町地域生活支援センターの運営と密接に関連し、指定管理業務と一体的に実施することが求められる。見積者は同セン

ターの指定管理者であり、施設運営と連動した一体的な事業実施が可能な唯一の法人である。また、利用者支援には継続性および安定

性が必要であることから、見積者以外による履行は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、対象児童の医療的対応および保護者の負担軽減を図りつつ、医師との連携のもと適切に実施する必要がある。見積者は敷地

内に専用施設を有し、医師との円滑な連携が可能な体制を備えるとともに、小児医療に関する専門的知識および継続受診による経過把

握の実績を有している。また、国および県の要件を満たす体制を有していることから、他事業者による履行は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、医療機関との連携のもと対象児童の安全確保および保護者負担の軽減を図りながら実施する必要がある。見積者は医療機関

に隣接した専用施設を有し、受診後の移動負担が少なく、医師との円滑な連携が可能な体制を備えている。また、瑞穂地域に所在し、

病児保育施設のない羽須美地域においても対応が可能である。さらに、職員配置および保育スペースの確保等、国および県の要件を満

たす体制を有していることから、他事業者による履行は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務は、地域福祉活動および介護保険等の福祉サービスを総合的かつ一体的に実施する必要がある。当該事業者である邑南町社会福

祉協議会は、町内全域においてこれらの事業を実施し、専門知識およびノウハウを有するとともに、地域事情に精通している。また、

事業開始当初から地域の実情に応じた運営実績を有していることから、安定的かつ適切な履行が可能である。このため、他事業者によ

る履行は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務は、第三次邑南町総合振興計画の改定に係るものであり、既存計画との整合性を確保しつつ、関連データの収集・分析を的確か

つ効率的に行う必要がある。見積者は当該計画の改定業務を受託しており、必要となるデータ収集、関係機関との調整手法および分析

手法に関する知見・ノウハウを有している。このため、見積者以外に円滑かつ適切な履行は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は保育所内において一体的に実施する必要があり、職員配置および保育スペースの確保等、国および県の基準を満たした環境で

の実施が求められる。見積者は、子ども・子育て支援法第31条に基づく保育所（園）を運営しており、当該事業を適切に実施できる体

制を有している。また、羽須美及び瑞穂地域において当該要件を満たす法人は当該法人に限られることから、見積者以外による履行は

困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本事業は、町内における国際交流事業として、継続性および専門性をもって推進する必要がある。見積者は、これまで町内において国

際交流事業を継続的に展開しており、今回のミャンマー国との交流活動についても従前から継続して取り組んでいる実績を有してい

る。本事業を円滑かつ適切に実施できる団体は見積者以外に実施は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は保育所内において一体的に実施する必要があり、職員配置及び保育スペースの確保等、国及び県の基準を満たした体制のもと

で実施することが求められる。見積者は子ども・子育て支援法第31条を受けた保育所（園）を運営しており、本事業を適切に実施でき

る体制を有している。また、石見地域において当該要件を満たす唯一の法人であることから、見積者以外による履行は困難であるた

め。
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17 医療福祉政策課 邑南町放課後児童健全育成事業 業務 児童クラブ運営委員会　8団体 令和7年4月1日 52,566,000

18 医療福祉政策課 障害福祉サービス支給管理台帳作成システム賃貸借 賃貸借 (株)ニック 令和7年4月1日 1,050,000

19 医療福祉政策課 障害福祉サービス標準化移行事業 業務 (株)ニック 令和7年4月1日 910,000

20 医療福祉政策課 生活保護システム標準化対応業務 業務
(株)日立システムズ

岡山支社
令和7年4月1日 5,040,000

21 医療福祉政策課 令和7年度　生活保護システム及びサポート業務 業務 （株）日立システムズ 岡山支店 令和7年11月1日 1,460,000

22 医療福祉政策課 令和7年度　はあもにいはうすエレベーター修繕工事 工事
日本オーチス•エレベーター（株）

中国支店
令和7年12月15日 516,600

23 羽須美支所
ふるさとリノベータ―事業

「ふるさとリノベーター」研修業務(その１)
業務

特定非営利活動法人

江の川鐵道
令和7年4月1日 1,700,000

24 羽須美支所
ふるさとリノベータ―事業

「ふるさとリノベーター」研修業務(その２)
業務

特定非営利活動法人

はすみ振興会
令和7年4月1日 1,700,000

25 羽須美支所
町単独事業

口羽地区内水排除業務委託
業務 坂之上建設(株) 令和7年6月2日 2,343,000

26 羽須美支所
町単独事業

町道本田和田線ほか除草業務委託
業務

社会福祉法人

邑南町社会福祉協議会
令和7年6月30日 1,295,000

27 羽須美支所 令和7年度　西之原排水機場保守点検業務委託 業務 山陰クボタ水道用材（株） 令和7年12月5日 531,000

28 学びのまち推進課 令和７年度　第三邑学館食事提供業務委託 業務
（一社）地域商社ビレッジプライド邑

南
令和7年4月1日 4,305,000

29 学びのまち推進課
地域スポーツクラブ活動体制整備事業(地域スポーツクラブ

活動への移行に向けた実証事業)
業務 矢上高校と地域の未来をつくる会 令和7年4月1日 540,000

30 学びのまち推進課
地域スポーツクラブ活動体制整備事業(地域スポーツクラブ

活動への移行に向けた実証事業)
業務 邑南町スポーツ協会 令和7年4月1日 1,600,000

31 学びのまち推進課 令和7年度　邑南町研修施設邑学館食事提供業務 業務
（一社）地域商社ビレッジプライド邑

南
令和7年4月1日 5,585,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、児童の健全育成および安全確保を前提とした放課後児童クラブの安定的かつ継続的な運営が求められ、見積者は長年にわた

り児童クラブの運営実績を有し、専門的知識および運営ノウハウを有するとともに、地域に根差した運営を行っている。また、安全計

画の策定等により安全管理体制の充実にも取り組んでいることから、適切かつ安定的な履行が可能であり、他事業者による履行は困難

であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

生活保護システムは、生活保護業務を適切かつ継続的に実施するために不可欠な基幹システムであり、見積者が提供するシステムを利

用している。今般のシステム標準化に伴い、利用形態の変更が必要となった、当該システムの保守・運用及び改修については、プログ

ラム仕様に精通している見積者による対応が不可欠であり、見積者以外の者に履行させた場合、システムの安定稼働やデータの整合性

が確保できず業務に著しい支障が生じるおそれがあるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

本業務は、安全性に関わる緊急対応を要するものである。また、当該エレベーターの保守点検はオーチス・エレベーター株式会社中国

支店のみが実施していることから、他事業者による対応は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、旧三江線鉄道資産を活用した地域振興策に関するものである。当該団体は、江の川流域に広いネットワークを有し、旧三江

線鉄道資産の研究を継続するとともに、廃線後の地域振興策について他団体と連携して取り組んでいる。また、研修生の研修終了後に

おける町内での定住および就労に向けた支援についても、関係団体と連携した体制を構築している。これらの体制を有する団体は限ら

れており、他団体による研修生の受入れは困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、地域マネージャーの育成及びデマンド交通の安定的な運行を目的として実施するものであり、研修を通じた人材確保並びに

地域内での定住・就労の促進を図る必要がある。当該団体は、地域マネージャーの育成を行いながらデマンド交通を運行している町内

唯一の団体であり、研修生の受入れ体制及び実務を通じた一体的な育成体制を有している。他団体では、研修生の受入れ及び運行業務

と連動した実践的な育成を一体的に実施することが困難であることから、本業務は競争入札に適さないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本システムの運用は、郡内3町においても同一システムを使用しており、令和7年度の標準化・共通化への移行に向けて、移行準備を進

めている状況にあり継続的な運用及び整合性の確保が必要である。このため、他事業者による履行では業務の継続性及び移行作業に支

障を来すおそれがあるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、令和7年度中に本稼働を予定している障害福祉サービス支給管理台帳作成システムの標準化移行事業であり、既存システム

との整合性を確保しつつ移行作業を実施する必要がある。当該システムは賃貸借契約に基づき見積者が構築・運用しており、昨年度ま

での移行準備業務も見積者が実施していることから、システム構成及び移行経緯を熟知しており、他事業者による履行では円滑かつ確

実な移行が困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は開発者以外の者が履行した場合には、既存システムの運用に著しい支障を生じるおそれがある。見積者はこれまで当該システ

ムの保守管理業務を継続して受託してきた実績を有し、システム構成及び運用状況を熟知しているおり、他事業者による履行は困難で

あるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務は、排水施設の適正な維持管理を行うものであり、地域の流路系統等を踏まえた的確な対応が求められる。見積者は、地域内の

流路系統及び施設状況に関する豊富な知識と実績を有しており、他事業者による履行では、地域特性を踏まえた適切かつ円滑な業務遂

行が困難であることから、本業務は競争入札に適さないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

本業務は、広範囲にわたる除草作業を実施するものであり、地形や周辺環境の状況に応じた安全かつ迅速な対応が求められる。見積者

は、当該区域の地理的条件及び現地状況を十分に把握しており、適切かつ安全に業務を履行できる唯一の事業者である。他事業者によ

る履行では、円滑かつ安全な作業実施が困難であることから、本業務は競争入札に適さないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、寮生及び研修生に対する安定的かつ継続的な食事提供を行うものであり、衛生管理及び栄養面に配慮した適切な運営が求め

られる。見積者は、矢上高校明渓寮寄宿舎生及び邑学館研修生への食事提供業務を受託しており、同種業務に関する十分な経験及び実

績を有しており、第三邑学館研修生に対しても業務を適切に実施できる体制を有しており、本業務を安定的かつ確実に履行することが

可能であるため。他事業者による履行では、継続的かつ安定的な食事提供体制の確保が困難であることから、本業務は競争入札に適さ

ない。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、国及び県の委託事業として実施されるものであり、矢上高校の振興を目的とした取組の一環として、高校及び関係機関と連

携しながら進める必要がある。見積者は、「部活動改革」を重要な柱として高校と連携しつつ、各中学校の部活動の地域移行に係る実

践的な取組を行っているため、学校現場及び地域実情に精通し関係機関との連携のもと、本業務を一体的かつ円滑に実施できる唯一の

団体であり他事業者による履行は困難であることから、本業務は競争入札に適さないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

学校現場及び関係機関との連絡調整並びに事務処理を正確かつ円滑に実施できる体制を有しており、本業務を一体的かつ適正に遂行で

きる唯一の実施主体であり、他事業者による履行は困難であることから、本業務は競争入札に適さないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、矢上高校明渓寮寄宿舎生及び邑学館研修生に対する食事提供業務であり、衛生管理及び栄養面に配慮した安定的かつ継続的

な運営が求められ、見積者は当該業務を継続して受託しており、十分な経験及び実績を有するとともに、第三邑学館研修生を含めた一

体的な食事提供体制を有しており、他事業者による履行は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務は、現在契約履行中の西之原排水機場機器修繕工事と密接に関連する点検業務であり、当該工事の施工内容及び機器の状況を十

分に把握している事業者による対応が不可欠である。当該事業者は当該修繕工事の施工者であり、機器の構造及び施工内容に精通して

いることから、点検業務においても効率的かつ的確な対応が可能である。他の事業者に履行させた場合、施工内容の把握に時間を要す

るほか、点検結果の整合性や責任の所在が不明確となるなど、業務の円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。



　　令和7年度　随意契約一覧表

№ 担当課 契約内容 種別 契約の相手方 契約締結日 契約金額(税抜き) 提要条項 随契理由

32 学びのまち推進課 令和7年度　屋上密閉式膨張タンク更新工事 工事 山陽空調工業（株）　島根支店 令和8年2月24日 1,062,000

33 学びのまち推進課 令和7年度　史跡久喜銀山遺跡整備基本計画策定業務 業務 （株）エスティ環境設計研究所 令和7年10月22日 2,669,000

34 学びのまち推進課 令和7年度　邑南町フィンランド共和国交流派遣事業 業務 島根中部バス事業（協） 令和7年10月30日 4,758,750

35 学びのまち総務課 GIGAスクールタブレット端末保守業務委託 業務 (有)山崎教具店 令和7年4月1日 3,168,000

36 学びのまち総務課 GIGA端末Skyパッケージ更新業務委託 業務 (有)山崎教具店 令和7年4月1日 4,482,000

37 学びのまち総務課 GIGA端末ソフトウェア個別設定業務委託 業務 (有)山崎教具店 令和7年4月1日 622,800

38 学びのまち総務課 いわみスタジアム芝生管理業務 業務 瑞穂サービス(株) 令和7年5月1日 671,000

39 学びのまち総務課 元気館汚水ポンプ緊急修繕工事 工事
山陰クボタ水道用材(株)

邑南営業所
令和7年5月16日 720,000

40 学びのまち総務課 高原小学校(2期)工事監理業務委託 業務
(有)一級建築士事務所

ヤマシタ設計瑞穂営業所
令和7年6月16日 3,082,500

41 学びのまち総務課 市木小学校プールろ過機廻り配管修繕工事 工事
山陰クボタ水道用材(株)

邑南営業所
令和7年5月13日 652,000

42 学びのまち総務課
石見中学校改築事業生徒輸送

(石見中学校ー中野グラウンド間)業務委託
業務 西日本トータルサービス(株) 令和7年4月28日 2,145,000

43 学びのまち総務課 石見中学校空調設備保守点検業務 業務
山陽空調工業(株)

島根支店
令和7年4月1日 1,390,000

44 学びのまち総務課
町立小中学校小荷物専用昇降機保守点検業務

及び法定検査の長期継続契約（3年）
業務 山陰エレベーター(株) 令和7年4月1日 1,926,000

45 学びのまち総務課 邑南町学校ICT支援員サポート業務委託 業務 石川　稔 令和7年4月1日 1,472,728

46 学びのまち総務課 邑南町立石見中学校校庭外構整備工事技術支援業務 業務
（一財）

島根県建築住宅センター
令和7年4月1日 927,000

47 学びのまち総務課
邑南町立石見中学校エレベーター保守点検業務の

長期継続契約
業務 (株)日立ビルシステム中国社 令和7年6月1日 1,530,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、タブレット端末の運用管理及び関連ソフトウェアの配信等を行うものであり、端末の一元的かつ適切な管理が求められる。

見積者は、導入当初から全端末の管理業務を受託しており、端末構成及び運用状況を熟知するとともに、リモートによるソフトウェア

配信等に対応できる専門的知識及び技術を有しているおり、他事業者による履行では円滑かつ確実な業務遂行が困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、タブレット端末の運用管理及び関連ソフトウェアの配信等を行うものであり、端末の一元的かつ適切な管理が求められる。

見積者は、導入当初から全端末の管理業務を受託しており、端末構成及び運用状況を熟知するとともに、リモートによるソフトウェア

配信等に対応できる専門的知識及び技術を有しているおり、他事業者による履行では円滑かつ確実な業務遂行が困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、端末ソフトウェアの個別設定及びICT機器の運用支援を行うものであり、学校現場における専門的かつ継続的な対応が求め

られる。見積者は、町内学校へのICT機器導入を多数手掛け、各校の環境及び運用状況を熟知するとともに、故障対応等についても迅

速かつ適切に対応してきた実績を有しており、他事業者による履行では円滑かつ確実な業務遂行が困難であることから、本業務は競争

入札に適さないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、施設芝生の適正な維持管理を行うものであり、芝生の状態維持及び不良時の迅速な対応が求められる。見積者は、長年にわ

たり当該施設の芝生管理業務を受託しており、緊急対応を含めた豊富な実績を有し、施設の芝生管理に精通しており、他事業者による

履行では適切かつ安定的な管理が困難であることから、本業務は競争入札に適さないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本事業は、町内（出身者を含む）の学生が参加する事業であり、事業実施にあたっては参加者の安全確保および危機管理体制の確保が

重要となる。そのため、通常の出張対応実績や本事業と同種事業の受託実績を有する事業者であることが必要であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

汚水ポンプの故障に伴う緊急修繕であり、元気館及び瑞穂支所等における汚水の送水機能が停止していることから、施設運営及び衛生

環境の維持のため迅速な復旧対応が必要である。早急かつ確実に修繕を実施できる事業者による対応が不可欠であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

工事施工者に対し、これまでの設計経緯及び設計意図を正確に説明し、現場へ適切に反映させるためには、実施設計を担当し、施設条

件や設計内容全体を詳細に把握している見積者による対応が不可欠であり、経過を熟知し、施工段階においても設計との整合を図りな

がら的確な対応が可能であり、他事業者による履行では、設計意図の正確な継承や施工内容との調整に支障を来すおそれがあり、業務

の一貫性及び品質確保が困難となるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

プールの利用開始までに速やかな修繕対応が必要であり、見積者はこれまでも本プール設備の保守業務を継続して受託しており、設備

の構造及び運用状況を熟知しており、短期間での適切かつ確実な対応が可能であり、他事業者による履行では迅速な復旧対応が困難で

あるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

改築事業に伴い学校グラウンドが使用できないため、近隣グラウンドへの生徒輸送を実施する必要がある。本業務には、安全かつ迅速

な送迎体制の確保が求められ、大型車両を確実に手配できることが必要不可欠である。調査の結果、当該事業者以外に本業務の条件を

満たし、確実に履行できる事業者は確認できなかったため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

施設に設置された空調設備の保守点検等を行うものであり、設備の安定稼働及び適切な維持管理を図るため、施設ごとの構造及び運用

状況に応じた専門的知識及び技術並びに継続的な対応が必要である。見積者は、当該施設の空調設備に関する保守点検業務を継続して

実施しており、設備構成や運転状況を熟知するとともに、故障時等においても迅速かつ適切な対応が可能な体制を有しているため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

小中学校に設置されている給食運搬用昇降機の保守及び法定（定期）点検業務である。当該設備は専門的な構造を有し高度な安全管理

が求められることから、設置者以外による履行では、安全かつ確実な業務遂行が困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積者は本業務の受託実績を有しているほか、地域や公民館等において児童生徒を対象としたプログラミング教室を実施するなど、関

連分野における専門的知見及び技術活動の実績を有している。これらの実績から、本業務を適正かつ確実に履行できると認められるた

め。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積者は、石見中学校改築設計に係る技術支援業務を受託し、全体計画の策定段階から本事業に深く関与していることから、事業の経

過及び設計意図を十分に把握している。また、一級建築士等の専門技術者を多数擁し、大規模建築工事に関する高度な知見を有すると

ともに、島根県及び県内自治体における同種・同規模事業の履行実績を有しているため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
当該エレベーターは設置者独自の仕様及び制御システムを有しており、安全かつ確実な保守対応には当該設備に精通した技術が必要で

あるため、設置者である当該事業者以外では業務目的を達成できないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

下記業者は、公民館建設時の請負業者であり、当該空調設備の構造及び施工内容に精通するとともに、これまで継続して保守業務を実

施してきた実績を有している。本業務は大ホールの空調機器の更新であり、施設利用への影響を最小限に抑えるため、早急な対応が求

められる。当該業者は既設設備の状況を十分に把握しており、迅速かつ確実な施工が可能である一方、他の事業者に履行させた場合に

は、現地調査や仕様確認に時間を要し、施設運営に支障が生じるおそれがあるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

当該業務の実施にあたっては、文化財の保存・活用に関する高度な専門知識及び計画策定の実績が不可欠でり、選定する業者は、文化

財分野における専門性を有し、島根県内において同種業務の実績を有するとともに、当該史跡の特性や地域の実情に精通していること

から、的確かつ効率的な業務遂行が可能なため。



　　令和7年度　随意契約一覧表

№ 担当課 契約内容 種別 契約の相手方 契約締結日 契約金額(税抜き) 提要条項 随契理由

48 学びのまち総務課
邑南町立石見中学校　消防設備保守点検業務委託

（長期継続契約　2年）
業務 (株)スエヒロ　島根営業所 令和7年4月1日 660,000

49 学びのまち総務課 日貫小学校衛生環境改修工事設計監理業務 業務
(有)一級建築士事務所

ヤマシタ設計瑞穂営業所
令和7年4月2日 2,365,000

50 学びのまち総務課 羽須美中学校ビジネスフォン更改 工事 NTT西日本 令和7年5月1日 549,000

51 学びのまち総務課 令和７年度ＧＩＧＡネットワーク機器等保守運用業務委託 業務
エヌ・ティ・ティ・データカスタマー

サービス(株)
令和7年4月1日 2,201,760

52 学びのまち総務課 羽須美地域　スクールバス運行業務委託 業務 (有)出羽運送 令和7年4月1日 20,937,000

53 学びのまち総務課 瑞穂地域　スクールバス運行業務委託 業務 (有)出羽運送 令和7年4月1日 15,921,000

54 学びのまち総務課 石見地域　スクールバス運行業務委託 業務 (有)矢上タクシー 令和7年4月1日 14,862,000

55 学びのまち総務課 おおなんバス車両(島根200は153)修繕 工事 みずほ自動車整備共同組合 令和7年8月20日 857,350

56 学びのまち総務課 瑞穂小学校給食準備室準備室エアコン取付工事 工事 邑智電気(株) 令和7年7月20日 659,100

57 学びのまち総務課 矢上小学校空調機更新工事 業務 (株)森下電設 令和7年9月12日 2,100,000

58 学びのまち総務課 令和7年度　石見中学校棚田ノンスリップ取替工事 工事 今井産業（株） 令和7年10月3日 626,000

59 学びのまち総務課 令和7年度　邑南町立石見中学校校庭外構整備付帯(その2)工事 工事
今井産業•石見工業

溝辺組特別共同企業体
令和8年2月13日 3,422,000

60 学びのまち総務課 令和7年度　GIGA端末ソフトウェア次年度更新設定業務委託 業務 （有）山崎教具店 令和8年3月6日 676,950

61 学びのまち総務課 令和7年度　瑞穂小学校屋上及び外壁修繕工事 工事 （有）河野建材 令和8年1月6日 1,100,000

62 建設課 緊急自然災害防止対策事業　鹿子原川護岸改修工事 工事 石見工業(株) 令和7年6月10日 3,758,000

63 建設課 単独災害復旧事業　町道田所神社線災害復旧工事 工事 (有)河野建材 令和7年6月2日 540,000

64 建設課 地籍成果管理システム（MSYA2）ライセンス購入 物品購入 (株)松本コンサルタント 令和7年4月1日 3,000,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

本事業は衛生設備（便器）改修工事であり、基本設計は完了している。工事期間中における菌・ウイルス等の感染リスク低減の観点か

ら、夏休み期間中の完成を前提とした工程管理が必要である。このため、早期に工事発注を行うには実施設計を速やかに完了させる必

要があり、緊急性が高い状況にあり、本業務を迅速かつ確実に履行する必要があるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
見積業者は既設のビジネスフォンを設置した業者であり、配線構成及び設備状況を把握していることから、既設配線の再利用の可否判

断を含め、適切かつ迅速な対応が可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本事業の主要回線の構築を行っているほか、邑南町の基幹ネットワークである「おおなんネット」及びGIGAスクールネットワークの運

用にも関与しており、当該システムに精通していることから、障害発生時において迅速かつ確実な対応が可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路運送法第78条第2号（または該当条項）に基づき、邑南町が路線認可を受けて実施する運行業務を委託するものである。見積者

は、当初から瑞穂地域の運行業務に従事しているほか、羽須美地域の運行業務についても平成24年11月から継続して受託しており、運

行ルート及び地域特性を熟知している。また、安全運転に関する十分な実績及び経験を有していることから、適正かつ確実な業務履行

が可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
本業務は消防法第17条の3の3に基づき、消防設備士等の有資格者による点検及び報告が義務付けられている法定業務であり、専門的資

格及び知識を要するため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路運送法第78条第2号に基づき、邑南町が路線認可を受けて実施する運行業務を委託するものである。見積者は、当初から瑞穂地域

の運行業務に従事しているほか、羽須美地域の運行業務についても平成24年11月から継続して受託しており、運行ルート及び地域特性

を熟知している。また、安全運転に関する十分な実績及び経験を有していることから、安定的かつ確実な業務履行が可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路運送法第78条第2号に基づき、邑南町が路線認可を受けて実施する運行業務を委託するものである。見積者は、当初から瑞穂地域

の運行業務に従事しているほか、羽須美地域の運行業務についても平成24年11月から継続して受託しており、運行ルート及び地域特性

を熟知している。また、安全運転に関する十分な実績及び経験を有していることから、安定的かつ確実な業務履行が可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積者は、該当車両の自動車継続検査（車検）業務の落札者であり、契約期間中に発生する故障対応及び部品の調達・交換について

も、見積者が対応する必要がある。このことから、業務の円滑かつ確実な履行を図るため、当該事業者と随意契約を締結するものであ

る。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

2学期の給食提供開始までに速やかな修繕完了が求められ、エアコン新設工事に伴い電気工事が必要となる。見積者は当該小学校の電

気設備について熟知していることから、迅速かつ確実な対応が可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

矢上小学校の校長室及び職員室の空調機が故障により使用できない状態となっており、校長室は会議室を兼ねているため、職員室と同

様に教職員が長時間使用する執務室であることから、熱中症の危険性も踏まえ、早急な修繕対応が必要であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

本工事は路肩崩壊に係る災害復旧工事であり、工事箇所下方に民家が存在することから、早急な安全確保が必要である。近隣に事務所

を有する見積者は現場条件及び周辺環境を熟知しており、迅速かつ確実な施工が可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

本工事は路肩崩壊に係る災害復旧工事であり、工事箇所下方に民家が存在することから、早急な安全確保が必要である。また、近隣に

事務所を有する見積者は現場条件及び周辺環境を熟知しており、迅速かつ確実な施工が可能であるため

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
見積者が構築したソフトウェアであり、当該ライセンスの購入及び使用許諾については提供元である開発元に特定されているため、他

の事業者からの調達はできない。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本見積者は石見中学校新校舎の建設業者であり、当該施設の内部設計及び施工内容に精通している。本業務は学校運営を継続しながら

実施する必要があり、生徒への影響を最小限に抑えるとともに、安全性及び教育環境の確保が求められるものである。当該業者は既設

部分の構造及び施工状況を熟知していることから、現場条件を踏まえた的確かつ効率的な施工が可能であり、工事の円滑な実施が可能

なため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

石見中学校校庭外構工事は、現在施工中の同一敷地内工事と密接に関連する工事であり、施工範囲・工程・安全管理等において一体的

な調整が必要となる。当該工事の施工業者である今井産業・石見工業・溝辺組特別共同企業体は、現場状況及び施工内容を十分に把握

しており、既存工事との工程調整や施工管理を一体的に行うことが可能である。同一事業者により施工することで、重複作業や現場調

整の簡素化が図られ、工期の短縮及び経費の節減が期待できるとともに、安全管理及び品質確保の面でも有利であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

現在、町内11校の端末管理およびシステム設定については、当該端末導入業者が一元的に管理しており、学校現場のネットワーク環境

およびICT運用実態を十分に把握している。今回の次年度更新に伴う設定業務については、既存の高度なセキュリティ設定およびクラ

ウド環境との整合性を維持したまま実施する必要があるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

瑞穂小学校においては、軒裏およびタイル部分の老朽化に伴い、平成30年度に当該事業者の施工により、軒部への落下防止ネット設置

工事を実施している。令和7年度に点検調査を実施したところ、落下防止ネットの修繕工事を行うこととなった。ネットの劣化に加

え、外壁および屋根ハト小屋部分においても修繕が必要で、これらの工事は相互に関連する高所作業であり、一体的に施工することに

より、足場の共用による安全性の向上、工期の短縮および経費の削減が図られるため。



　　令和7年度　随意契約一覧表

№ 担当課 契約内容 種別 契約の相手方 契約締結日 契約金額(税抜き) 提要条項 随契理由

65 建設課 町単独事業　町道光沢線道路修繕工事 工事 石見工業(株) 令和7年6月23日 863,000

66 建設課 町単独事業　河川維持工事（邑南町井原地内） 工事 (株)溝辺組 令和7年5月1日 1,178,000

67 建設課 邑南町道路台帳補正業務委託 業務 国際航業(株)山陰営業所 令和7年4月17日 4,560,000

68 建設課
緊急自然災害防止対策事業

岩屋大原川護岸改修測量設計業務委託
業務 測地技研(株) 令和7年6月30日 1,800,000

69 建設課 町単独事業　町道馬場入野線災害復旧付帯工事 工事 (有)寺本建設 令和7年4月15日 540,000

70 建設課 町単独事業　町道田所神社線災害復旧付帯工事 工事 (有)河野建材 令和7年6月20日 505,000

71 建設課 町単独事業　流田川外応急復旧工事 工事 (有)寺本建設 令和7年5月9日 1,010,000

72 建設課
町単独事業

町道除草作業業務委託(高水工区)
業務 (株)溝辺組 令和7年7月3日 997,000

73 建設課
町単独事業

町道後原大釜谷線除草作業業務委託
業務 (株)和田組 令和7年7月4日 2,438,000

74 建設課 国土調査事業　井原9地区伐開業務委託 業務 邑智郡森林組合 令和7年8月12日 1,787,000

75 建設課 町単独事業　邑南町内融雪工修繕工事 工事
山陰クボタ水道用材(株)

邑南営業所
令和7年8月25日 3,170,000

76 建設課
農業用施設災害復旧事業

R7.7.8~9豪雨災害測量設計業務委託
業務 (株)服部技術コンサルタント 令和7年8月22日 757,000

77 建設課
農地災害復旧事業

R7.7.8~9豪雨災害測量設計業務委託
業務 (株)服部技術コンサルタント 令和7年8月22日 737,000

78 建設課 令和7年度　県単農地有効利用支援整備事業原村農地整備工事 工事 （有）寺本建設 令和8年1月9日 1,855,000

79 建設課 令和7年度　単独災害復旧事業町道越木線外測量設計業務委託 業務 （株）大屋ハイテック 令和7年12月24日 1,781,000

80 建設課 令和7年度　町単独事業町道田所出羽線暗渠外修繕工事 工事 （有）町田土建 令和7年12月22日 1,293,000

81 建設課 令和7年度　農業用施設災害復旧事業R7. 8. 7‘豪雨災害測量設計業務委託 業務 （株）服部技術コンサルタント 令和7年9月17日 1,648,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
アスファルト舗装及び横断用水路に破損が確認されており、補修が必要な状況である。通行の安全確保のため早急な対応が必要であ

り、速やかな施工が求められることから、随意契約を締結するものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本工事の施工箇所は、過去に当該業者が災害復旧工事を実施した経緯があり、現地状況を詳細に把握していることから、他業者に比べ

て再調査等に係る経費を要することなく、迅速かつ効率的な施工が可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

平成18年度に旧町村の道路台帳統合業務を見積者が受託しており、以降、毎年の補正業務についても当該業者が一貫して更新作業を実

施している。このため、台帳データの構造及び更新履歴を継続的に管理しており、他業者による場合に比べて円滑かつ確実な業務遂行

が可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

見積者は、過去に近隣で発生した護岸崩落対応において本現場付近の平面測量を実施しており、その成果を活用することが可能である

ことから、今回の測量においては一部作業を省略でき、業務の効率化及び早期完了が見込まれるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

令和6年発生の豪雨により被災した箇所であり、通行の安全確保のため早急な復旧が必要である。見積者は既に本工事の契約相手方で

あることから、付帯工事についても一体的に施工することにより、現場対応の一元化及び工事の円滑かつ確実な実施が可能である。こ

のため、見積者と随意契約を締結するものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本工事に着手し見積者が現地踏査を行ったところ、路肩崩落の恐れが認められたことから敷鉄板による安全対策が必要となった。路肩

損傷箇所が近接していることから一体的に施工することにより、経費の節減及び現場管理の効率化が図られるため、当該業者と随意契

約を締結するものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

近隣で別工事を施工している見積者に発注することにより、資機材及び作業員の効率的な配置が可能となり、仮設費等の経費節減を図

ることができる。また、現場状況及び周辺環境を既に把握していることから、迅速な着手及び円滑な施工が可能であり、工期の短縮も

見込まれる。以上のことから、当該業者と随意契約を締結するものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本工事は、他の発注者が発注し現に施工中の工事と交錯する箇所での作業である。当該施工業者に施工させることにより、工程調整及

び現場管理の簡素化が図られ、工期の短縮及び経費の節減が可能となる。また、施工範囲や作業環境を十分把握していることから、作

業の安全性を確保するとともに、施工の円滑かつ適切な実施が可能であるため、当該業者と随意契約を締結するものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本工事は、他の発注者が発注し現に施工中の工事と交錯する箇所での作業である。当該施工業者に施工させることにより、工程調整及

び現場管理の簡素化が図られ、工期の短縮及び経費の節減が可能となる。また、施工範囲や作業環境を十分把握していることから、作

業の安全性を確保するとともに、施工の円滑かつ適切な実施が可能であるため、当該業者と随意契約を締結するものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本事業の伐開業務は、測量工程における現場の視通確保のため、測量工程までに実施する必要がある。効率的かつ迅速に実施するため

には、一筆地調査受託業者が現地状況及び視通確保を要する箇所を把握していることから、当該業者による実施が適当であるため、本

業務は競争入札に適さず随意契約とするものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

融雪工点検の結果、修繕が必要な箇所が判明したことから、降雪時期までに早急に修繕を完了させる必要がある。当該見積者は、過去

にも消雪工修繕工事を施工した実績を有しており、設備の構造及び現場状況を熟知していることから、迅速かつ確実な施工が可能であ

る。以上の理由により、当該見積者と特命随意契約を締結するものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

国庫補助事業として災害復旧工事を実施するにあたり、早急に計画概要書等を作成する必要がある。また、当該業者は従前に近接地の

測量業務を受託しており、現地状況を熟知していることから、迅速かつ確実な業務遂行が可能であるため、見積者と随意契約を締結す

るものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

国庫補助事業として災害復旧工事を実施するにあたり、早急に計画概要書等を作成する必要がある。また、当該業者は従前に近接地の

測量業務を受託しており、現地状況を熟知していることから、迅速かつ確実な業務遂行が可能であるため、見積者と随意契約を締結す

るものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本事業は、農業者からの申請に基づき実施するものであり、申請にあたっては当該業者による見積書の提出が必要とされている。当該

見積業者と契約することにより、改めて測量等を実施する必要がなくなり、事業費の抑制が可能となる。また、当該業者は現場に精通

していることから、地元関係者との調整等も円滑に行うことができ、事業の確実かつ効率的な実施が期待できるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

本件は令和7年7月豪雨により被災したもので被災箇所の早期復旧を図るためには、速やかに現地測量を実施し、設計および工事発注へ

移行する必要があり、緊急性を有し、早急な対応が求められるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第7号

本件は、令和7年12月補正予算により措置された工事である。本年10月頃、暗渠管等の破損に起因する道路陥没が発生し、すでに見積

者により応急対応を実施している。見積者は、応急対応を通じて現場状況および施設の特性を把握していることから、引き続き本工事

を施工することにより、現場対応の迅速化および施工の確実性が確保できる。以上の理由により、本工事は当該事業者に施工させるこ

とが適当であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

本業務は、災害復旧工事に係る計画概要書等の作成業務であり、早急に計画概要書等を作成し、国庫補助申請等の手続きを進める必要

があるため、緊急性を有する業務である。従前に近接地における測量業務を受注しており、現場状況および既存資料を把握しているこ

とから、業務の迅速かつ円滑な実施が可能である見積者と随意契約としたい。



　　令和7年度　随意契約一覧表

№ 担当課 契約内容 種別 契約の相手方 契約締結日 契約金額(税抜き) 提要条項 随契理由

82 建設課 令和7年度　農地•農業用施設災害復旧事業補助率増高申請及び維持管理区等情報登録業務委託 業務 島根県土地改良事業団体連合会 令和7年12月22日 558,000

83 建設課 令和7年度　農地災害復旧事業R7. 8. 7豪雨災害測量設計業務委託 業務 （株）服部技術コンサルタント 令和7年9月17日 4,024,000

84 産業支援課 新たな森林管理システム推進業務 業務
（一財）

島根県森林協会
令和7年4月1日 1,942,000

85 産業支援課 農産物直売所支援マネージャー研修業務委託 業務 雲井の里 令和7年4月1日 3,636,364

86 産業支援課 霧の湯・香遊館ビジネスホン修繕工事 工事 西日本電信電話(株) 令和7年5月20日 1,096,000

87 産業支援課 邑南町ICカードポイント付与キャンペーン業務委託 業務 おおなんカード会 令和7年4月15日 52,658,182

88 産業支援課
邑南町森林環境保全対策基金活用事業

森林資源解析システム設定・データ登載業務
業務 アジア航測(株) 令和7年6月16日 980,000

89 産業支援課 おーなんアグサポ隊研修業務委託 業務
合同会社

アグリサポートおーなん
令和7年4月1日 16,363,637

90 産業支援課 邑南町森林環境保全対策基金活用事業邑南町森林解析業務 業務 アジア航測(株) 令和7年4月8日 23,500,000

91 産業支援課
地域おこし協力隊活用事業

「おーなん木好き隊」研修業務
業務

（一社）

おおなん木の学校
令和7年4月1日 3,633,000

92 産業支援課 令和７年度霧の湯サウナ修理工事 工事 石見工業（株） 令和7年6月16日 3,200,000

93 産業支援課 令和７年度邑南町観光推進事業業務委託 業務 （一社）邑南町観光協会 令和7年4月1日 5,704,000

94 産業支援課
令和７年度地域おこし協力隊「観光支援マネージャー」研修

業務委託
業務 （一社）邑南町観光協会 令和7年4月1日 3,322,000

95 産業支援課
令和７年度地域おこし協力隊「耕すシェフ（邑南そば振

興）」研修業務委託
業務 合同会社　邑南そば街道 令和7年4月1日 1,800,000

96 産業支援課 令和７年度邑南町田舎ツーリズム推進事業業務委託 業務 （一社）コミュニティパートナーズ 令和7年4月1日 911,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、災害復旧事業に係る補助率嵩上げ申請に関する業務であり、申請内容が専門的かつ複雑であることから、高度な知識および

経験が求められるものである。当該業務については、合併以降、島根県土地改良事業団体連合会に継続して委託しており、制度内容お

よび過去の申請経緯を十分に把握していることから、確実かつ円滑な業務遂行が可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

（一社）島根県森林協会は、森林・林業の振興及び地域社会の安定的発展を目的として県内全市町村等を正会員として設立された団体

である。また、新たな森林管理システムの実施にあたり、林業経営及び森林管理に関する技術的知見を要する市町村業務を支援するた

め、県からの技術職員の派遣等の支援を受け「森林経営推進センター」を設置しているため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本事業は、農産物直売所での活性化に向けた研修や農家・農業法人における栽培研修、地域交流等を通じて、3年間の研修期間終了後

に町内への定住及び就農を目指すものである。研修生の受入れ及び継続的な支援体制を有する団体は限られており、本事業の目的を適

切に達成できる団体は当該見積者以外にないため、随意契約を締結するものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約予定者である西日本電信電話株式会社は、本施設におけるビジネスホンの導入事業者であり、既設回線構成及び設備を熟知してい

ることから、確実な施工及び障害発生時の迅速な対応が可能である。また、他の事業者が本修繕を施工した場合、複数事業者が関与す

ることにより、障害発生時の対応に遅延が生じるほか、責任の所在が不明確となるおそれがあるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

物価高騰による生活者支援及び地域消費の促進による事業者支援を目的として、「おおなんさくらカード」におけるポイント付与キャ

ンペーンを実施するものである。当該カードの運営事業者は見積者のみであり、本事業に係る業務を実施可能な登録事業者についても

当該見積者に限られているため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

島根県と共同利用するクラウド型システムであり、クラウドデータの管理及び運用保守については、当該システムを構築した事業者の

みが対応可能な仕様となっているため、他の事業者による対応は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本事業は、3年間の活動期間において実践ほ場での栽培研修、先進農家及び農業法人での研修、地域交流等を実施し、活動終了後に邑

南町内での定住及び就農を目指すものである。また、近年は「ぶどうの産地化」に向けた担い手確保を目的としており、35棟の農業用

ハウスの管理、ぶどう栽培管理状況の確認、関係機関との連携・調整、10人程度の隊員の活動状況管理及び活動支援等の業務を一体的

に実施する必要がある。当該業務を適切に遂行できる者は合同会社アグリサポートおおなん以外にないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
島根県と共同利用するクラウド型システムであり、クラウドデータの管理及び運用保守については、当該システムを構築した事業者の

みが対応可能な仕様となっているため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

おーなん木好き隊員は、森林整備・生産、木材加工等、木に関する様々な活動を通じた町おこしを行うための総合的な業務を担うこと

を予定している。このため、川上から川下までの林業・製材・木材加工技術に加え、DIYに必要な大工・左官技術等、幅広い分野に関

する研修を通じた技術及び知識の習得が必要である。研修受入先である一般社団法人おおなん木の学校は、町内の森林資源の活用を通

じて森林・木材分野の人材育成や木のまちづくりの推進を目的として設立された団体であり、町内の林業事業体、製材所及び関係団体

との強固な連携を有していることから、前述の研修内容を一体的に実施できる唯一の団体であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

男女サウナが使用できない状態が継続しており、利用者から早期復旧を求める要望が多数寄せられているほか、施設利用及び観光振興

への影響も懸念されている。このため、補正予算により確保した修繕費を早急に執行し、施設の安全性及び快適性を速やかに回復させ

る必要があることから、競争入札に付する時間的余裕がないため

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、町内に点在する多様な地域資源（ヒト・モノ・コト）を一体的に捉え、相互連携により磨き上げることで観光コンテンツと

して造成するとともに、観光情報の収集及び発信を行うものである。一般社団法人邑南町観光協会は、従来から本町の観光事業に継続

的に携わっており、町内事業者との円滑な連携体制を有するほか、未商品化の地域資源に関する情報にも精通している。さらに、国事

業等を活用した観光コンテンツ造成及びプロモーションの実績も有していることから、本業務を適切かつ確実に実施できる唯一の団体

であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、一般社団法人邑南町観光協会の事業支援活動を通じて、地域おこし協力隊「観光支援マネージャー」が、地域との連携に基

づく町内観光情報の収集・発信及びイベント企画・運営等の観光振興に資する活動のコーディネートを行うものである。当該業務は一

般社団法人邑南町観光協会を活動拠点として実施することを前提としており、地域との調整及び観光事業との一体的な運用の観点か

ら、本業務を受託できる者は当該団体以外にないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積者は、日和地区内に店舗（千蓼庵）を有し、町内で栽培されている在来そば等の地域資源を活用しながら、「邑南そば」ブランド

の普及・振興に向けた活動を行っている。また、これまでに地域おこし協力隊のそば研修受入れ実績を有しており、邑南そば振興に関

する知識及び運営ノウハウが蓄積されていることから、研修カリキュラムを適切かつ一体的に運営できる唯一の団体であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積者は、町内における歴史・文化等の観光資源及び地域人材に関する知見を有しており、農泊事業者等の関係者間の調整及び取りま

とめを担うことができる体制を有している。これらの業務を一体的かつ継続的に実施できる団体は当該法人に限られるため、随意契約

を締結するものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

本業務は、国庫補助事業による災害復旧工事に係る計画概要書等の作成業務である。事業実施にあたり、早急に計画概要書等を作成

し、国庫補助申請等の手続きを進める必要があることから、緊急性を有する業務であり、当該事業者であれば現場状況および既存資料

を把握していることから、業務の迅速かつ円滑な実施が可能であるため。



　　令和7年度　随意契約一覧表

№ 担当課 契約内容 種別 契約の相手方 契約締結日 契約金額(税抜き) 提要条項 随契理由

97 産業支援課
令和７年度自然公園断魚渓・観音滝管理委託業務（内断魚渓

区域）
業務 断魚開発組合 令和7年4月1日 1,300,000

98 産業支援課 令和７年度自然公園千丈渓管理委託業務 業務 日和地区総合振興協議会 令和7年4月1日 481,700

99 産業支援課 いこいの村しまね空調機器修繕工事 工事 山陰クボタ水道用材(株)邑南営業所 令和7年9月8日 1,480,000

100 産業支援課 いわみ温泉霧の湯　浴槽循環配管洗浄消毒作業 業務 山陰クボタ水道用材(株)邑南営業所 令和7年7月1日 1,200,000

101 産業支援課 いわみ温泉霧の湯　浴槽循環配管洗浄消毒作業 業務 山陰クボタ水道用材(株)邑南営業所 令和7年7月1日 3,000,000

102 産業支援課 令和7年度　香木の森公園階段修繕工事 工事 石見工業（株） 令和8年2月26日 1,700,000

103 産業支援課 令和7年度　いこいの村しまね 浴槽循環配管洗浄作業 業務 山陰クボタ水道用材（株） 令和8年2月13日 517,000

104 産業支援課 令和7年度　農用地傾斜測定機器購入 物品購入 （株）マプリィ 令和8年3月6日 847,500

105 産業支援課 令和7年度　邑南町雇用創造支援業務委託 業務
（株）ひとはたから

マネジメントオフィス
令和7年4月23日 3,058,000

106 産業支援課 令和7年度　邑南町第2期ICカード利用促進事業準備業務委託 業務 おおなんカード会 令和8年2月17日 800,000

107 産業支援課 令和7年度　いこいの村しまね残留塩素計修繕工事 工事 山陰クボタ水道用材（株） 令和7年12月7日 780,000

108 産業支援課 令和7年度　いこいの村しまね電話設備更新工事 工事 島根電工（株） 令和8年1月29日 2,430,000

109 産業支援課 令和7年度　いこいの村しまね冷凍庫修繕工事 工事 大和冷機工業（株） 令和8年1月29日 1,500,000

110 情報みらい創造課 令和7年度　町単独事業 番組制作用撮影カメラ購入 物品購入 （株）島根ビジネス 令和8年3月6日 568,700

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

断魚開発組合は、地元組合として長年にわたり断魚渓の管理を行っており、当該地域の歴史及び地理に精通している。また、本管理業

務には深篠川キャンプ場の管理も含まれており、利用者対応及び予約受付等の業務を適切に行う必要があることから、現地運営に精通

した当該組合による一体的な管理が適当であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日和地区総合振興協議会は、地元団体として長年にわたり千丈渓の管理を行っており、当該地域の歴史及び地理に精通している。ま

た、観光客からの問い合わせ等に迅速に対応するためには、現地状況を的確かつ速やかに把握できる体制が必要であり、現地に拠点を

有する同協議会による対応が適当であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

空調用冷却水ポンプが突発的に故障し、ロビー及びレストランの空調設備が運転不能となったほか、レストランの空調についても温度

調整ができない状況となっており、当該施設は町の重要な観光施設であり、町内外から多数の利用者が訪れる施設であることから、空

調設備の不具合は利用者サービスの低下及び施設運営への影響を及ぼすおそれがあり、早急な修繕が必要であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

いわみ温泉霧の湯の水質検査においてレジオネラ属菌が検出されたため、現在営業を中止している。営業再開にあたっては、公衆衛生

及び利用者の安全確保の観点から、早急な洗浄・消毒作業の実施が必要であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

いわみ温泉霧の湯の水質検査においてレジオネラ属菌が検出されたため、現在営業を中止している。営業再開にあたっては、公衆衛生

及び利用者の安全確保の観点から、早急な洗浄・消毒作業の実施が必要であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

当該階段は、土砂の崩落により杭が露出するとともに、階段を固定している木材の劣化及び腐食が進行しており、構造的に不安定な状

態となっている。現状のままでは、利用者の転倒や階段の崩落等の事故につながるおそれがあり、安全上重大な支障が生じる状況であ

る。応急措置は実施しているものの、抜本的な安全確保には至っておらず、特に今後は春季を迎え公園利用者の増加が見込まれること

から、事故防止の観点から早急な本復旧が必要であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積者は本放送スタジオの設計・施工及びシステム構築を担い、ケーブルテレビの既存システム全体を熟知している。導入カメラ機器

にはスタジオシステムとの同期や信号伝送の整合性が求められ、保守点検に加え、メーカー特約店としての技術的知見に基づく継続的

な助言も必要である。このため、技術的互換性の確保と安定した保守・運用体制の維持には、選定事業者以外では契約目的の達成が困

難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務は、保健所の指導に基づき実施するレジオネラ属菌対策としての浴槽循環配管の消毒作業である。

当該業者は、当該施設の設備構造及び保守状況を熟知しており、これまで継続的に保守・修繕業務を実施していることから、設備の状

況を的確に把握した上で、安全かつ迅速な対応が可能である。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本物品は、高価な専用コントローラーや専用タブレットを使用せず、スマートフォンを操作用端末として活用するものであり、これに

よりハードウェア導入コストを大幅に抑制することが可能である。また、データ解析を行うためのアプリケーションについては、既に

産業支援課林業係において利用契約が締結されており、新たな利用料契約費用が発生しない。以上のことから、競争入札に付した場合

に比して経済的合理性を欠くため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

当該事業計画及び実施に係る支援業務については、指名願を提出している事業所が本見積者のみである。

また、本見積者は本業務に長年携わっており、地域の状況及び事業内容を十分に熟知するとともに、その業務遂行能力及び信頼性につ

いても十分に確認されている唯一の事業者であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

「おおなんさくらカード」は、契約予定者が一体的にシステムの管理・運営を行っているものであり、ポイント付与の設定、加盟店対

応、精算処理等の運用は当該事業者のシステムに依存している。このため、本業務を適切かつ円滑に実施できる者は当該契約予定者に

限られ、他の事業者による実施は困難である。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務は、いこいの村しまね男子浴槽に設置されている残留塩素計の修繕を行うものである。落雷により当該機器の故障が発生し、当

該事業者が原因調査および応急対応を実施しており、機器の構造、設置状況、故障箇所および必要な修繕内容を把握している。当該機

器は施設の安全管理および水質管理に直結する重要設備であることから、迅速かつ確実な機能回復が必要である。他の事業者が施工す

る場合には、改めて現地調査や状況確認が必要となり、修繕完了までに時間を要することで施設運営に支障を及ぼすおそれがあるほ

か、重複作業による経費の増加も懸念されるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務は、いこいの村しまねの電話設備を更新するものである。契約予定者は、本施設の電話設備導入事業者であり、既設設備の構成

および回線状況を十分に把握していることから、追加の現地調査や適合確認に要する期間および経費を最小限に抑えることができる。

他の事業者が施工する場合には、既設設備の確認や試験調整等に時間と費用を要し、工期の長期化および経費の増加が懸念されるた

め。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

当該冷凍庫は設置から約10年が経過しており、経年劣化により能力低下が生じている。異常発生時には、当該事業者が原因調査および

応急対応を実施しており、当該機器の構造、設置状況および故障箇所を把握している。このため、追加の現地調査や試験調整を最小限

に抑えることができ、他の事業者が施工する場合と比較して、納品までの期間を短縮経済的な対応が可能であるため。



　　令和7年度　随意契約一覧表

№ 担当課 契約内容 種別 契約の相手方 契約締結日 契約金額(税抜き) 提要条項 随契理由

111 情報みらい創造課 令和7年度　防災行政無線鱒渕屋外子局無線ユニット修繕工事 工事 山陰パナソニック（株） 令和7年12月19日 683,000

112 情報みらい創造課
新しい地方経済・生活環境創生交付金事業

自治体業務改革支援サービスライセンス購入
物品購入 (株)ガバメイツ 令和7年7月1日 2,475,000

113 情報みらい創造課
町単独事業　おおなんケーブルテレビヘッドエンド

機械室空調整備工事
工事 (有)邑智電気工事 令和7年6月30日 2,195,600

114 情報みらい創造課 町単独事業庁舎内ＩＰ電話システム機器交換業務委託 工事 NECネッツエスアイ(株)中国支店 令和7年9月22日 2,950,000

115 情報みらい創造課
島根県市町村振興協会市町村助成事業

SmartDiscussionライセンス購入
物品購入 キッセイコムテック(株) 令和7年9月30日 558,000

116 情報みらい創造課
新しい地方経済・生活環境創生交付金事業おくやみワンス

トップシステム構築業務委託
業務

ﾘｺｰジャパン(株)デジタルサービス

営業本部島根支社島根営業部
令和7年8月7日 2,727,200

117 情報みらい創造課 町単独事業　邑南ホームページリニューアル構築業務委託 業務 (株)アスコン 令和7年10月1日 10,586,580

118 瑞穂支所 令和7年度　町単独事業三日市流雪溝配管修繕工事 工事 山陰クボタ水道用材（株） 令和8年1月27日 1,080,000

119 瑞穂支所 令和7年度　小河内浄水場膜ろ過装置薬洗浄業務委託 業務 山陰クボタ水道用材（株） 令和8年1月8日 862,000

120 瑞穂支所 令和7年度　上田所浄水場天日乾燥床汚泥処理清掃業務委託 業務 山陰クボタ水道用材（株） 令和8年1月8日 776,000

121 地域みらい課 道の駅瑞穂再整備事業開発行為変更申請図書作成業務 業務 （株）アトラス 令和7年6月26日 1,913,000

122 地域みらい課 令和7年度　官学民定住支援ツール整備事業支援業務委託 業務 石見國コンソーシアム 令和7年10月24日 1,295,455

123 水道課 令和7年度　鱒渕配水池水位計更新工事 工事 山陰クボタ水道用材（株） 令和7年11月18日 1,210,000

124 水道課 令和7年度　亀谷浄水場前処理機バイパス弁更新工事 工事 山陰クボタ水道用材（株） 令和7年11月18日 1,330,000

125 水道課 令和7年度　山根谷浄水場ろ過池ろ過砂更新工事 工事 西戸崎興産（株） 令和8年1月15日 1,100,000

126 水道課 令和7年度　市木浄水場場内整備工事　その2 工事 （有）福井建設 令和7年12月18日 3,340,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

防災無線鱒渕屋外子局のユニット修繕であり、設備構成や設定内容に関する専門的知識と経験を要する。当該業者は既存設備の保守を

継続して担い、機器構成や運用状況を十分把握しているため、適切かつ確実な対応が可能である。他事業者が実施した場合、設定不整

合や不具合の発生、障害時の責任分界の不明確化のおそれがあり、当該業者でなければ履行が困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

当該サービスは、一般インターネットから分離された行政専用ネットワークであるLGWAN環境に対応した数少ないサービスであり、

当該環境において利用可能な機能を有する唯一のサービスであることから、他の事業者による代替は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

おおなんケーブルセンターのヘッドエンド機械室の空調設備が故障した。同機械室には放送・通信設備の基幹機器が設置されており、

空調停止が続くと機器の過熱による故障を招き、放送、インターネット、電話等のサービスに支障を及ぼすおそれがある。このため、

住民生活への重大な影響を防ぐためには緊急工事が必要であり、競争入札に付する時間的余裕がないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

当該業務は既存のIP電話システムに密接に関係する機器の交換及び設定変更を伴うため、システム全体の構成及び設定内容を熟知した

者でなければ適切な対応は困難である。このため、安全かつ確実に実施できるのは既存構築業者に限られるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
当該システムは特定事業者の独自仕様により構築されており、その構成及び設定内容の特殊性から、他の事業者による納入・改修・保

守等の対応が技術的に困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
当該事業者は本システムを構築・導入し、構築内容、設定仕様及び運用経緯を熟知しているため、構築から保守・運用まで一体的かつ

確実に対応できる唯一の事業者であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

本件はホームページ構築業務であり、公開までの期間が極めて短く、競争入札に必要な手続期間を確保できない。このため、迅速な情

報発信を図るには競争入札は適当でないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

試運転の際に配管に亀裂が発見され、設備の安全確保および機能維持の観点から、早急な修繕対応が必要となった。本件は緊急性を要

するため、通常の競争入札に付する時間的余裕がなく、速やかに対応可能な事業者による修繕を行う必要がある。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本業務は、断水を伴わずに薬品洗浄を実施する必要があり、配管系統への影響を最小限に抑えつつ、安全かつ確実に作業を行うための

専門的な知識および技術が求められる。見積依頼者は、過去に本施設における薬品洗浄業務を実施しており、設備状況および運用特性

を十分に把握しているほか、緊急時対応の実績も有していることから、本業務を安全かつ確実に遂行できると判断されるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本業務は、浄水場内に堆積した汚泥を処理するための清掃業務であり、汚泥引き抜きポンプの調整等、浄水場内の機器を運転・操作し

ながら作業を実施する必要がある。そのため、施設の構造、機器配置および運転特性を十分に把握していることが不可欠であり、誤操

作があった場合には浄水機能への影響や安全上の支障が生じるおそれがある。当該業者は、当該浄水場の運転および維持管理業務を継

続して行っており、現場状況および機器操作に精通していることから、安全かつ確実な施工が可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務は、令和5年度に実施した開発行為申請に係る変更業務であり、既実施業務との関連性が非常に高いものである。また、完了検

査までの限られた期間内において、速やかかつ円滑に業務を遂行する必要があり、業務対象地の状況およびこれまでの協議・申請経緯

を十分に把握していることが重要であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本事業で作成する情報提供媒体は、島根県立大学の学生が町内関係者へのヒアリングや古民家DIY体験を通じて邑南町の住宅施策につ

いて学んだ成果を基に冊子として取りまとめるものであり、地域資源の理解と実践的な学びを踏まえた高度な企画・編集能力が求めら

れる。見積者である石見地域内の中間支援組織等で構成されるコンソーシアムは、これまで地域おこし協力隊制度を活用した「いわみ

暮らし留学」等の事業企画・運営を行っており、移住者向け情報提供に関する知見及び効果的な情報発信手法に精通しているため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本件は、水位計の故障により水位監視ができない状態となっており、漏水発生時に状況把握が困難であることから、安全管理上の支障

が生じるおそれがある。本工事の実施にあたっては、現場状況を十分に把握していることに加え、緊急時対応および当該施設の建設に

携わった実績を有する事業者による施工が不可欠であり、当該業者は、日常の維持管理および緊急対応を行うとともに、施設の構造お

よび運用状況を熟知していることから、安全かつ確実な施工が可能であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本工事の実施にあたっては、現場状況および設備構成を熟知している事業者による施工が不可欠である。

当該業者は、当該施設の建設に携わっているほか、日常の維持管理および緊急対応を行っており、現場状況を十分に把握していること

から、安全かつ迅速な施工が可能であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

当該施設は、令和7年11月頃からろ過処理能力の低下が確認されたため、ろ過池清掃および専門業者による緊急点検を実施したとこ

ろ、ろ過砂の更新が必要で、本業務に必要なろ過砂（ろ過専用に調粒された砂）を県内で安定的に取り扱っている業者は当該事業者の

みであることから、当該業者以外に調達可能な事業者が存在しないため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

当該付随工事は、既受注者である見積者が施工する当該工事と施工場所および施工内容が密接に関連しており、同一事業者が一体的に

施工することにより、現場調整の円滑化、工程管理の効率化および安全性の確保が図られる。また、分離発注した場合には、施工調整

の不整合や追加的な仮設・復旧作業が発生し、工期の延長および経費の増加を招くおそれがあるため。



　　令和7年度　随意契約一覧表

№ 担当課 契約内容 種別 契約の相手方 契約締結日 契約金額(税抜き) 提要条項 随契理由

127 水道課 令和7年度町単独事業　Y-9ポンプ場水位計修繕工事 工事 山陰クボタ水道用材（株） 令和7年10月17日 1,070,000

128 水道課 令和7年度　町単独事業瑞穂2 9号中継ポンプコントロールユニット修繕工事 工事 山陰クボタ水道用材（株） 令和7年10月14日 656,000

129 水道課 令和7年度町道片田善教寺原線配水管布設工事北工区 工事 （有）浜工務店 令和8年2月27日 4,762,000

130 水道課 令和7年度邑南町公共下水道台帳データ作成業務委託 業務 （株）松本コンサルタント 令和7年11月11日 3,000,000

131 水道課 令和6年度町　邑南町上水道マッピングシステム保守業務委託 業務 （株）松本コンサルタント 令和7年10月1日 600,000

132 水道課 令和7年度　邑南町上水道工事台帳システム構築業務委託 業務 （株）松本コンサルタント 令和8年3月22日 6,500,000

133 水道課 個別排水処理施設管理業務 業務 (有)邑智郡浄化槽センター 令和7年4月1日 1,034,000

134 水道課 公営企業会計システム使用許諾及び保守業務 業務 (株)ぎょうせい中国支社 令和7年4月1日 660,000

135 水道課 公営企業会計に係る指導・助言業務(水道事業)委託 業務 (株)ぎょうせい中国支社 令和7年4月1日 1,774,000

136 水道課 合併雄処理浄化槽管理業務 業務 (有)邑智郡浄化槽センター 令和7年4月1日 21,316,000

137 水道課 町単独事業　邑南町水道減圧弁点検業務委託 業務
山陰クボタ水道用材(株)

邑南営業所
令和7年6月19日 1,278,000

138 水道課 農業集落排水処理施設管理業務 業務 (有)邑智郡浄化槽センター 令和7年4月1日 6,844,000

139 水道課 農業集落排水処理施設機器点検業務 業務 (有)エムイーエム 令和7年4月1日 1,966,000

140 水道課 農業集落排水中継ポンプ維持管理緊急対応業務 業務
山陰クボタ水道用材(株)

邑南営業所
令和7年5月15日 4,522,000

141 水道課 邑南町下水道経営戦略支援業務 業務 (株)ぎょうせい　中国支社 令和7年4月1日 8,200,000

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本修繕工事は、管理委託（緊急対応を含む）契約を締結している見積者が管理する施設に係るものである。当該事業者は、日常の維持

管理および緊急対応業務を通じて施設の構造、運転状況および設備の特性を十分に把握していることから、修繕内容についても的確な

判断および確実な施工が可能である。また、現場状況を熟知していることにより、施工に係る調整や事前準備を省略でき、工期の短縮

および安全性の確保が図られる。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本改修工事は当該緊急対応業務と一体的に実施する必要があり、既に現地状況および設備構成を把握している当該事業者が施工するこ

とにより、確実な対応が可能であるとともに、安全性の確保が図られるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号

本件は、現地に既設の配水管の一部および仕切弁については、道路拡張工事の支障となるおそれがあり、今後の維持管理にも支障を及

ぼすことから、新たな配水管の布設が必要となるものである。当該事業者は、当該道路拡張工事を施工しており、本工事を同一事業者

に施工させることにより、現場状況の把握が容易であり、施工調整が円滑となるとともに、工期の短縮および経費の削減が図られるた

め。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

当該事業者は、当町において導入している「邑南町地籍情報システム」の構築・管理・更新業務を受託しており、当該システムは他業

務においても地図情報の基盤として活用されている。また、同社は令和5年度に発注した「邑南町上水道マッピングシステム作成業務

委託」を受託し、当該システムの構築および運用を行っている。本業務は、下水道情報を既存の地図情報システムおよび水道マッピン

グシステムと将来的に連携させ、一体的なデータ管理を行う必要があることから、既存システムの構造およびデータベースを熟知して

いる同社でなければ円滑な履行が困難であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本システムは当該事業者が構築した「邑南町地籍情報システム（MSYS）」を基盤として構築されており、システム構造およびデータ

ベース仕様の理解が不可欠であることから、当該システムを構築した事業者による保守対応が必要であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本システムは当該事業者が構築した「邑南町地籍情報システム（MSYS）」を基盤として構築された管路マッピングシステムを利用し

て構成されるものであり、既存システムの構造およびデータベース仕様との整合性を確保した上での開発が不可欠である。このため、

既存システムを構築・運用している事業者による対応が必要であり、他の事業者による実施は困難であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本業務の実施にあたっては、浄化槽法に基づく簡易測定器及び検査試薬による水質状況の把握、各種装置の調整・清掃・薬剤補給等の

専門的な作業が必要となる。さらに、年1回以上実施される指定検査機関による法定検査結果に基づく改善対応や、機器点検時におけ

る故障・異常への対応、緊急時の応急措置など、迅速な現場対応能力が求められるなど、高度な専門知識及び即応体制を有する者でな

ければ適切な履行が困難であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

現行の会計システムは、公営企業会計への移行に伴い導入されたものであり、現在も本システムを用いて会計業務を運用している。当

該業務は既存システムとの連携及び運用の継続性が不可欠であり、他のシステムへの変更は業務に支障を及ぼすおそれがあることか

ら、現行システムを継続して使用する必要がある。このため、本業務はその性質上、特定の者と契約を締結する必要があるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

当該業務は、地方公営企業会計制度に関する高度な専門知識及び運用実務に関する経験が必要であり、年度当初から継続的かつ適切に

対応することが求められる。また、本業務の適正な履行には制度運用に精通し、これまでの助言・指導業務の実績を有する者による対

応が不可欠であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本業務の実施にあたっては、浄化槽法に基づく簡易測定器及び検査試薬による水質状況の把握、各種装置の調整・清掃・薬剤補給等の

専門的な作業が必要となる。さらに、年1回以上実施される指定検査機関による法定検査結果に基づく改善対応や、機器点検時におけ

る故障・異常への対応、緊急時の応急措置など、迅速な現場対応能力が求められるなど、高度な専門知識及び即応体制を有する者でな

ければ適切な履行が困難であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本業務は減圧弁の点検業務であり、当該設備の維持管理には専門的な知識及び技術を有する者による対応が必要である。当該設備は特

殊性を有し、適切かつ確実な点検・調整を行うためには設備構造及び運用状況に精通していることが不可欠であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本業務の実施にあたっては、主計器類の操作及び簡易測定等により状況を把握するなど、多岐にわたる専門的な作業が必要となる。ま

た、設備に故障又は異常が発生するおそれがある場合には、迅速に現場へ到着し、適切な応急措置を講じるなど、高度な対応能力が求

められ、専門的知識及び即応体制を有する者でなければ適切な履行が困難であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本業務の実施にあたっては、汚水処理施設機器の動作確認及び保守点検に加え、異常発生時の対応及び応急措置を行う必要がある。特

に機器異常発生時には直ちに現場へ急行し、適切な措置を講じて施設の正常な運転を確保するとともに、緊急対応及び機器修繕への的

確な対応が求められる。また、施設の運転状況に基づく課題整理及び改善提言を行うなど、施設の効率的運営及び維持管理費の削減、

設備の長寿命化に資する高度な技術力が必要であり、専門的知識及び即応体制を有する者でなければ適切な履行が困難であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本業務の実施にあたっては、年次点検を含む保守管理のほか、機器の異常発生時又はそのおそれがある場合には、直ちに現場へ急行

し、適切な処置を講じて施設の正常な運転を確保する必要がある。また、平日・夜間・土日・祝日を問わない緊急対応や、部品調達を

含めた迅速な復旧対応が求められるなど、高度な即応体制が不可欠であり、専門的知識及び広域的な維持管理体制を有する者でなけれ

ば適切な履行が困難であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

当該業務は、公営企業会計制度及び下水道事業経営に関する高度な専門知識を要するものであり、見積者は、地方公営企業会計制度の

設計段階から関与し、当該制度に精通しているとともに、有限責任監査法人トーマツとの連携実績を有し、複数の自治体において下水

道経営戦略業務の受託実績を有しており、本業務を適切かつ確実に履行できる事業者は当該事業者に限られるため。



　　令和7年度　随意契約一覧表

№ 担当課 契約内容 種別 契約の相手方 契約締結日 契約金額(税抜き) 提要条項 随契理由

142 水道課
邑南町下水道施設台帳システム構築業務委託

（農業集落排水）
業務

日本水工設計(株)

大田事務所
令和7年4月1日 14,180,000

143 水道課 邑南町下水道事業の消費税申告に係る支援業務 業務 鷲見渉公認会計士・税理士事務所 令和7年4月1日 750,000

144 水道課 邑南町水道台帳システム構築業務委託 業務 日本水工設計(株)大田事務所 令和7年4月30日 14,303,000

145 水道課 増補改良事業　日和東水道施設用地測量業務委託 業務 (株)大屋ハイテック 令和7年9月18日 1,728,000

146 水道課 邑南町下水道施設台帳システム構築業務委託（特定環境保全公共下水道） 業務 日本水工設計(株)大田事務所 令和7年9月18日 3,030,000

147 水道課 令和7年度　石見地区浄化槽設置その4工事 工事 石見工業（株） 令和7年12月18日 1,784,000

148 水道課 令和7年度　エンジンカッター購入 物品購入 （有）宝農機商会 令和7年12月23日 323,400

149 総務課 全国瞬時警報システム(Jアラート)受信機設備更新工事 工事
山陰パナソニック(株)

ビジネスソリューション部門
令和7年6月23日 9,296,000

150 総務課
邑南町例規集及び例規データベースシステム保守及び管理等

業務委託
業務 (株)ぎょうせい中国支社 令和7年4月1日 3,820,000

151 総務課 文書管理システムFilelifestation2保守業務委託 業務
リコージャパン(株)

デジタルサービス営業本部島根支社
令和7年4月1日 600,000

152 総務課 邑南町役場本庁印刷機長期継続賃貸借契約 賃貸借 シャープファイナンス(株)中国支店 令和7年4月1日 6,036,000

153 総務課 全国瞬時警報システム（Jアラート）受信機設備更新 工事
山陰パナソニック(株)

ビジネスソリューション部門
令和7年6月23日 9,270,000

154 総務課 邑南町人事評価制度運用支援業務委託 業務 (株)ぎょうせい中国支社 令和7年4月1日 3,420,000

155 瑞穂支所 合戦谷浄水場水質計器点検整備業務委託 業務 出雲水機工業(株) 令和7年7月3日 1,300,000

156 瑞穂支所 円の板浄水場　取水電動弁更新工事 工事
山陰クボタ水道用材(株)

邑南営業所
令和7年9月17日 2,100,000

157 瑞穂支所 小河内浄水場　アルカリ剤注入ポンプ更新孤児 工事 出雲水機工業(株) 令和7年7月29日 2,500,000

158 瑞穂支所 邑南町瑞穂支所パワーコンディショナー交換工事 工事 サンベ電解(株)川本営業所 令和7年9月25日 1,711,000

159 瑞穂支所 令和7年度　町単独事業段の原団地駐輪場解体工事 工事 （有）井口建設瑞穂支店 令和8年1月28日 458,000

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本業務は、令和7年度邑南町下水道施設台帳システム構築業務委託（農業集落排水）において構築を行っている同一システムに関する

業務である。当該受託者は本システムの構築を担当しており、システム仕様、設定内容及びデータ構造を熟知していることから、他の

事業者による対応は困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

現行設備は見積者により設置・改修されたものであり、当該受信機と連動する防災行政無線操作卓についても同社により構築されたも

のである。このため、防災行政無線システム全体との連動性及び設定内容を十分に把握した上で、設置後の導通試験並びに各施設との

連携確認を安全かつ確実に実施する必要があるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、例規集及び例規データベースシステムの保守及び管理業務であり、法令改正等に対応した例規更新を継続的かつ適正に行う

必要がある。当該業務の実施にあたっては、システムのデータ構造及び更新処理の一貫性を確保し、例規内容の正確性及び統一性を維

持することが不可欠であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

過去水道課で発注した 「令和3年度  地方公営企業法適用事業  農業集落排水施設固定資産調査業務」の受託者であり、処理場における

機器類、電気設備及び管路施設、ポンプ場の機器類を既に洗出し、年度による仕分け、分類作業等を終えた実績があり、当町の下水道

施設について熟知しており、施設台帳システムを構築するのに最適な業者は他にいないため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

見積者は、株式会社ぎょうせいとの契約による公営企業会計指導・助言業務に従事し、下水道事業に関する実務に携わっていることか

ら、下水道事業会計に関する知識及び実務経験を有している。税理士資格を有するとともに、他の地方公共団体における支援業務の実

績を有しており、公営企業会計及び下水道事業に関する高度な専門性及び実務能力を有しているため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

現在利用している文書管理システム「Filelifestation2」は、全庁的な公文書管理を担う基幹システムである。当該システムの保守管理

にあたっては、システム構成及びデータ構造を十分に理解した上で、障害発生時における迅速かつ的確な対応を行う必要がある。ま

た、全庁業務に直結する重要システムであることから、安定的かつ継続的な運用の確保が不可欠である。このため、本業務はその性質

上、競争入札に適さないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とするものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

当該印刷機は本庁舎外の職員を含め広く利用されており、業務遂行上不可欠な機器であることから、安定した運用の確保が求められ

る。このため、職員の業務への影響を最小限に抑え、機種変更に伴う操作環境の変化にも配慮した迅速かつ円滑な導入を行う必要があ

るため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

現行の受信機等は当該事業者により設置・改修されており、受信機と連動して作動する防災行政無線操作卓についても同社により設置

されたものである。本業務の実施にあたっては、防災行政無線システム全体との連動性を確保し、設置後の導通試験及び各施設との連

携確認を適切かつ確実に実施する必要があり、既存システムの構成及び設定内容を熟知している当該事業者による対応が不可欠である

ため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は人事評価制度の運用支援業務であり、評価基準の統一性及び継続性を確保しながら運用する必要がある。また、評価結果の公

平性及び過年度との比較分析を行うためには、同一の基準及び手法に基づく一貫した支援体制が不可欠であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号

本業務は水質計器整備業務であり、日常的な維持管理及び緊急時対応を含む専門性の高い業務である。見積者は同様の業務を継続的に

実施しており、当該施設の機器構成及び現場状況を熟知していることから、異常発生時の対応を含め迅速かつ安全に施工を行うことが

可能であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号

本業務は、日常的な維持管理及び緊急時対応を要する工事である。見積者は当該施設の建設当初から関与しており、現場状況及び設備

構成を熟知しているとともに、これまでの対応実績により緊急時においても迅速かつ適切な対応が可能であるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号

本業務は薬剤注入設備に関する施工であり、適切な運転管理及び安全性の確保が求められる。見積者は過去にアルカリ剤注入点の変更

業務を実施しており、当該設備の構造及び運用状況を熟知しているとともに、日常的な維持管理及び緊急時対応の実績を有しているた

め。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積者は当該システムの設計及び施工を実施した実績を有しており、設備構成及び運用状況を熟知している。このため、既存システム

との整合性を確保しつつ、安全かつ確実な施工を行うことが可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

当該駐輪場については、木部の腐食が進行しており、倒壊のおそれがある状況が確認されたことから、利用者の安全確保の観点より早

急に修繕工事を実施する必要があり、緊急性を要するため、速やかな対応が求められるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

当該工事は、本年度の加入申請に基づき矢上鹿子原地区に新築される住宅に付随するもので、当該事業者は住宅建築業者であり、合併

処理浄化槽設置工事の実績を有し、昨年度においても近隣において町設置浄化槽工事を施工しているため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

当該機器は、緊急時における迅速な対応が求められるため、確実な動作性能および即時使用可能な状態での納品が必要である。また、

既存の保有機器との操作性や保守体制の整合性を確保する必要があり、これらに対応可能な事業者から調達することが適当であるた

め。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

島根県においては「島根県水道事業広域化事業」が進められており、県内水道事業のシステム共有化及び統一化が推進されている。本

事業においても水道施設台帳システムの統一・共有化が広域化メニューとして位置付けられていることから、既に導入・整備が進んで

いる県内他市町村と同一のシステムを導入する必要があるため。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本業務の実施にあたっては、現地の状況を熟知していることに加え、地権者等との調整及び信頼関係が必要となることから、業務の円

滑かつ確実な履行が求められる。このため、現地事情に精通した地元業者2者による見積合わせを実施し、その結果に基づき受託者を

決定するものである。



　　令和7年度　随意契約一覧表

№ 担当課 契約内容 種別 契約の相手方 契約締結日 契約金額(税抜き) 提要条項 随契理由

160 地域みらい課
国勢調査における調査区要図・調査員用参考地図の

作成業務委託
業務 (株)ゼンリン広島営業所 令和7年4月28日 700,000

161 地域みらい課 道の駅瑞穂再整備事業　工事技術支援事業 業務
（一財）

島根県建築住宅センター
令和7年4月1日 1,167,000

162 地域みらい課
道の駅瑞穂再整備事業

定点カメラビューワーセット導入業務委託
業務 NECネッツエスアイ(株) 令和7年6月6日 540,000

163 地域みらい課 道の駅瑞穂再整備事業 電話機器整備業務委託 業務 (有)ピー・エム・エー 令和7年6月6日 1,750,000

164 地域みらい課 令和7年度　邑南町営バス　邑南川本線運行業務委託 業務 西日本トータルサービス（株） 令和7年4月1日 15,125,000

165 地域みらい課 令和7年度　邑南町営バス　瑞穂インター線運行業務委託 業務 西日本トータルサービス（株） 令和7年4月1日 7,290,000

166 地域みらい課 令和7年度　邑南町営バス　大朝線運行業務委託 業務 （有）出羽運送 令和7年4月1日 7,109,000

167 地域みらい課 令和7年度　邑南町営バス　瑞穂矢上線運行業務委託 業務 （有）出羽運送 令和7年4月1日 4,163,000

168 地域みらい課 令和7年度　邑南町営バス　口羽矢上線運行業務委託 業務 西日本トータルサービス（株） 令和7年4月1日 5,682,000

169 地域みらい課 令和7年度　邑南町地域公共交通計画策定支援業務委託 業務 （株）バイタルリード 令和7年4月1日 1,190,000

170 地域みらい課 令和7年度　矢上駅業務委託 業務 渡利　照夫 令和7年4月1日 2,847,273

171 地域みらい課
道の駅瑞穂再整備事業

無線ＬＡＮシステム整備工事
工事

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ･ｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽ(株)

中国支社
令和7年5月1日 2,200,000

172 地域みらい課 地域おこし協力隊活用事業「いわみ留学」研修業務委託 業務
（一社）

小さな拠点ネットワーク
令和7年4月1日 755,000

173 地域みらい課 邑南町地域運営組織運営システム管理・運営支援業務 業務
（一社）

小さな拠点ネットワーク
令和7年4月1日 2,085,000

174 地域みらい課 いわみ暮らし留学(短期)プログラム作成、研修業務委託 業務 （一財）おおなん木の学校 令和7年7月4日 907,300

175 地域みらい課 道の駅邑南の里竣工式典会場設営等業務委託 業務 おおなん総合企画 令和7年7月11日 1,203,200

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

国から提供されるデジタル境界データは白地図形式であり、個別の世帯番号、建物名称及び建物形態等の情報は含まれていないため、

調査の効率的な実施のためには、これらの情報を付加した調査用地図の整備が必要である。見積者は当該白地図の作成及び住宅地図

データ整備を行う専門事業者であり、住宅地図に関する高度な知識及び技術的ノウハウを有していることから、本業務を適切かつ確実

に履行できる唯一の事業者であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積者は、特殊かつ専門的な知識及び技術並びに豊富な実務経験を有している。また、島根県内自治体における市町村建築事業に係る

技術支援業務に携わった実績を有し、当該分野に関する十分な知見及びノウハウを蓄積しており、本業務を適切かつ確実に履行できる

唯一の事業者であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本庁の定点カメラシステムは見積者により設計・構築されたものであり、システム構成及びセキュリティ設定について当該事業者が詳

細を把握している。当該システムは庁舎の監視及び防犯に関わる重要な設備であり、安定的かつ安全な運用を確保するためには、設計

情報及び設定内容を熟知した事業者による一体的な対応が不可欠であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務に係る機器は、生産者による出荷予定及び在庫管理並びに利用者からの問い合わせ対応に使用されるものであり、安定した運用

及び確実な品質が求められる。このため、業界シェア上位3社から見積徴取を行い、仕様及び保守体制が指定管理者の運用要件に適合

していること、並びに価格面を総合的に比較検討した結果、最も経済性に優れる提案を行った事業者を選定したため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積者は当該路線の認可当初から運行業務に携わっており、運行経路、利用状況及び地域特性を熟知しており、安全かつ安定的な運行

の確保及び利用者サービスの継続性の観点から、本業務を適切に履行できる唯一の事業者であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は道路運送法第78条第2項又は同条第3号に基づき、邑南町が路線認可を受け実施する運行業務を委託するものである。見積者は

当該路線の認可当初から運行業務に携わっており、運行経路、利用状況及び地域特性を熟知しており、安全かつ安定的な運行の確保及

び利用者サービスの継続性の観点から、本業務を適切に履行できる唯一の事業者であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積者は当該路線の認可当初から運行業務に携わっており、運行経路、利用状況及び地域特性を熟知しており、安全かつ安定的な運行

の確保及び利用者サービスの継続性の観点から、本業務を適切に履行できる唯一の事業者であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積者は当該路線の認可当初から運行業務に携わっており、運行経路、利用状況及び地域特性を熟知しており、安全かつ安定的な運行

の確保及び利用者サービスの継続性の観点から、本業務を適切に履行できる唯一の事業者であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

見積業者は路線認可を受けた当初から運行業務に携わり、路線全般を熟知し、良心的かつ安全な運行に取組まれた業者であり、安全か

つ安定的な運行の確保及び利用者サービスの継続性の観点から、本業務を適切に履行できる唯一の事業者であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

令和6年度において計画（案）まで策定した業務について、本業務はその成果を踏まえ、最終的な集約、計画書の策定および概要版の

作成を行うものである。このため、当該計画（案）の内容や検討経緯を十分に把握している必要があり、令和6年度に当該業務を受託

し完了した事業者でなければ円滑かつ適切に遂行することができないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、石見地域における町営バスおよびスクールバスの拠点である矢上駅に常駐して実施する必要がある。このため、矢上駅近隣

に居住し、地域の交通事情および当該業務に精通・熟知している当該事業者でなければ、迅速かつ円滑な対応が困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、安全で快適な情報LANシステムを構築するものであり、情報漏洩対策等の情報セキュリティ確保や、システム構築の一元化

によるリスクマネジメントが重要な課題となる。このため、設計・施工・運用に至るまで一体的に対応できる体制を有し、かつ十分な

施工実績を有する信頼性の高い事業者により実施する必要があるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務の見積者は、当該事業の内容を熟知しており、中間支援組織として町内の地域活動や学校など多様な分野に精通し、関係者との

ネットワークを有していることから、留学生に対して多様な機会を提供することが可能な唯一の事業者であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、地域運営組織が利用する運営システムの管理および運営支援を行うものであり、これまでkintoneの運用・保守・管理を担っ

てきた当該事業者は、地域の実情に精通するとともに、地域住民等との関係性を構築している。また、他自治体の地域運営組織におい

てもkintoneを活用した業務運営システムの支援実績を有しており、本業務はそれらの知見を基に実施することが可能で、円滑な業務推

進および的確なサポートが可能な唯一の事業者であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、留学体験の主たる内容が古民家DIY体験であり、その中心となる講座の実施が重要である。

見積者は、古民家DIYに関する講座開催の実績を有し、これまで多くの研修生を受け入れてきた経験を有していることから、質の高い

体験プログラムの提供が可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
本業務の見積者は、これまでに同様業務の実施実績を有しており、会場周辺の状況を熟知する町内唯一の事業者であり、本業務の円滑

かつ確実な実施が可能であるため。



　　令和7年度　随意契約一覧表

№ 担当課 契約内容 種別 契約の相手方 契約締結日 契約金額(税抜き) 提要条項 随契理由

176 地域みらい課 道の駅瑞穂再整備事業脱臭ユニット等設置工事 工事 山陽空調工業（株） 令和8年1月9日 3,580,000

177 地域みらい課 道の駅瑞穂再整備事業外構附帯工事 工事 （有）小林建設 令和7年6月6日 5,370,000

178 町民課 令和７年度投票用紙分類機制御PC購入 物品購入 グローリー(株)松江オフィス 令和7年6月9日 500,000

179 町民課 矢上診療所電子カルテ保守業務長期継続委託 業務 (株)湯山製作所 令和7年4月1日 1,260,000

180 町民課 令和７年度邑南町斎場火葬等業務委託 業務 (株)日本斎苑 令和7年4月1日 9,930,000

181 町民課 令和７年度邑南町斎場「紫光苑」炉前ホール空調機器更新工事 工事 邑智電気工事(有) 令和7年7月1日 1,442,400

182 町民課 令和7年度　邑南町斎場(紫光苑)火葬炉設備修繕工事 工事 富士建設工業（株） 令和7年10月3日 2,260,000

183 保健課 在宅当番医制実施委託契約 業務
（一社）

邑智郡医師会
令和7年4月1日 1,797,420

184 財務課 地方公会計制度支援業務委託 業務 税理士法人　長谷川会計 令和7年4月22日 2,790,000

185 財務課 申告受付支援システムソフト使用料 賃貸借
(株)日立システムズ

岡山支店
令和7年4月1日 1,290,000

186 財務課 申告受付支援システムサポート業務委託 業務
(株)日立システムズ

岡山支店
令和7年4月1日 660,000

187 資産経営課 邑南町役場庁舎庭木剪定等管理業務委託 業務 藤田緑化産業(株) 令和7年5月1日 1,257,000

188 資産経営課 町有財産除草等管理業務委託 業務 合同会社　昊昌林協 令和7年5月1日 594,000

189 資産経営課 邑南町役場庁舎除草等管理業務委託 業務 石見工業(株) 令和7年5月1日 1,242,000

190 資産経営課
邑南町役場庁舎エレベーター保守点検業務委託

（長期継続契約）
業務 三菱電機ビルソリューション(株) 令和7年4月1日 780,000

191 資産経営課 令和7年度　三本松団地給水設備改修工事 工事 山陰クボタ水道用材(株)
邑南営業所 令和7年9月24日 3,190,000

192 資産経営課 令和7年度　三本松団地給水設備撤去工事 工事 山陰クボタ水道用材(株)
邑南営業所 令和8年2月12日 800,000

193 資産経営課 令和7年度　三本松団地　水栓取替工事 工事 （同）飯石総合設備 令和7年10月22日 2,352,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

当該事業者は施設の空調・換気設備の構成を把握しており、施工後の試運転調整および不具合発生時の対応を含めた一体的な対応が可

能である。また、責任範囲を明確にした上での確実な施工が期待できるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、邑南町、美郷町及び川本町の3町が足並みをそろえ、統一的な財務書類を作成することにより、広域的な比較分析等が可能

となるものである。また、複数年度にわたり同一の支援業者により財務書類作成後の分析を行うことで、監査委員及び議会への報告支

援、並びに職員研修への活用等の効果が可能なため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
本業務は、当該事業者より当該システムを購入しており、システムを熟知している。また他の事業者に委託した場合、システムに不具

合が発生した場合の責任の所在が不明確となるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、当該システムソフトの販売及び保守業務を当該事業者が行っており、システムを熟知している。また他の事業者に委託した

場合、システムに不具合が発生した場合の責任の所在が不明確となるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本工事は、各工事の工程に密接に関係するため、全体工程に合わせた調整を行いながら施工する必要があり、円滑な施工のためには施

工地の状況および各工事間の関連性を十分に把握していることが重要である。このため、これまで本事業地における造成工事や外構工

事等を受注し、現場状況および施工経過を熟知している者により実施する方が短期間での工事が可能かつ効率的であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
本業務の見積者は、町が導入している投票用紙分類機の開発元であり、当該分類機を制御するためのパソコンを調達できる唯一の事業

者であり、当該見積者以外では本業務の履行が困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務の見積者は、矢上診療所に導入された電子カルテ（BrainBox）、薬剤情報連携プログラム及び関連ハードの納入業者であり、当

該システムの操作方法および業務運用を熟知している。このため、他の事業者による履行ではシステム運用に著しい支障が生じるおそ

れがあることから、各機器および機能を適切に維持し、安定かつ円滑な稼働環境を確保することが可能であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、斎場における火葬業務であり、火葬炉の操作や設備の安全管理、遺族対応等を含む高度な専門性と確実な履行が求められる

業務である。火葬炉の構造や制御システムは製造業者ごとに異なり、燃焼理論や安全装置の仕様も個別に設計されているため、設備の

特性を熟知していない者による業務実施は、安全性および適正な火葬業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。また、緊急時の対応や

設備保全を含め、安定した運用を継続するためには、当該施設および火葬炉の構造・運用に精通した事業者による一体的な管理が不可

欠であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
紫光苑の炉前ホールに設置している空調機器が故障しており、今後の夏季においては気温上昇により利用者の健康に悪影響を及ぼす可

能性が高い状況で、早急な対応が必要であり、緊急性が極めて高いため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、当該業者が設置した給水ポンプの撤去を行うものである。設置時の配管構造および固定状況を熟知している当該業者が施工

することで、安全かつ迅速な作業の遂行が可能となる。また、撤去したポンプについては、町が保有する他の給水施設の故障時に備

え、予備品として保管・再利用する計画である。このため、機器の特性を把握している当該業者が、再利用を前提とした適切な取り外

しおよび養生を行うことで、資産価値を損なうことなく保管することができる唯一の事業者であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

三本松団地内の加圧ポンプ設備が老朽化により漏水を発生させ、これにより住宅内の水栓に濁水が残留する状況となったため、居住者

の生活に支障が生じており、早急な修繕工事が必要となったもので、住民生活に直結する緊急性の高い案件であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務については、見積者のほかに町に指名願を提出している業者がなく、見積者は庁舎建設時の庭木等の設置に関与しており、当該

現場の形状等に精通している。このため、他社に委託する場合と比較して作業日数の短縮および経費の削減が見込まれることから、当

該事業者と契約するものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務は、隣接する町の太陽光パネル設置部分の除草作業を管理者から受託している事業者が実施するものであり、当該設置場所の法

面部分の除草作業である。同一事業者に委託することにより、作業の効率化が図られ、作業日数の短縮および経費の削減が見込まれる

ため、当該事業者と契約するものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本業務の見積者は近隣業者であり、かつ多くの従業員を雇用していることから、必要な作業員の確保が確実であり、作業日程の短縮等

が期待できる。また、安全な誘導を行える作業員の配置が可能であるため、来庁者及び来庁者車両の安全確保を適切に行うことができ

るため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

当該エレベーターは見積者により製作されたものであり、構造および制御システムに関する専門的知識を有している。また、当該機器

の状態や特性についても十分に把握していることから、的確かつ安全な対応が見積者以外では困難であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
三本松団地内の加圧ポンプ設備が老朽化により錆水の発生が確認されており、住民の生活に支障を及ぼすおそれがあることから、緊急

に修繕工事を実施する必要があるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

火葬炉設備は、メーカーごとに構造及び制御方式が異なり、それに応じて燃焼理論や燃焼計算も個別に設計されている。また、安全装

置や各種インターロック機能が制御系に組み込まれており、設備全体として高度に一体化されたシステムとなっている。そのため、当

該設備の修繕にあたっては、設計仕様及び燃焼制御理論を十分に理解し、設備全体の安全性及び性能を確実に担保できることが不可欠

である。第三者による修繕では、設計情報の完全な把握が困難であり、安全装置や制御系との整合性確認に限界があることから、設備

の安全性及び安定稼働に支障を及ぼすおそれがあるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務の見積者は、邑智郡内の医療機関が所属する団体であり、長年にわたり郡内の休日在宅当番医制を担ってきた実績を有してい

る。このため、当該業務の実施主体として適していることから、当該事業者と契約するものである。


